
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  青色申告の欠損金の繰越控除                

Ｑ：青色申告には、欠損金が何年間か繰り

越せる制度があるそうですが、どのようにな

っているのですか？ 

                                              

Ａ：９年間繰り越せます。 

【解説】 

青色申告法人が青色申告書を提出した事業

年度に生じた欠損金額(繰越欠損金)は、翌事

業年度以後９年間(注)繰り越しができ、その

間の黒字と相殺して損金の額に算入すること

ができます。 

ただし、この適用を受けるには、繰越欠損

金の生じた事業年度の翌事業年度以後の各事

業年度において、連続して確定申告書を提出

していなければならず、無申告の場合には適

用がありません。また、他の者による特定支

配関係を有することとなった場合等一定の場

合には、この規定は適用されません。 

なお、中小法人等以外の法人については、

繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の

所得の金額の100分の80相当額が控除限度額

となります。 

  (注) 平成13年４月１日前に開始した各事業

年度において生じた欠損金額は５年、平成13

年４月１日以後に開始した事業年度から平成

20年４月１日前に終了した事業年度において

生じた欠損金については７年です。 

 なお、青色申告書を提出した事業年度の欠損

金の繰越期間が９年とされたことに伴って、

平成20年４月１日以後に終了した事業年度に

おいては、帳簿書類の保存期間が９年間に延

長されています。 
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